
  

図表１－(２)－⑪ 

父母の就業状況 

認可保育所 

父

常勤 83.3%

非常勤 1.3%

自営業・家
業 13.7%

不詳 0.4%

無職 0.5%
その他 0.5%

学生 0.2%

母

常勤 57.7%

非常勤
21.8%

自営業・家
業 9.6%

内職 2.1%

無職 5.6%

学生 0.5%
その他 2.2%

不詳 0.5%

 

（備考）１．厚生労働省「地域児童福祉事業等調査（平成18年）により作成。 

２．非常勤は、職場が定めた所定労働時間のすべてを勤務している者以外の者。 

 

したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世

帯のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保育・子育て支援サ

ービスを利用できるような基準に改めるべきである。 

なお、入所希望者数が定員数を超える場合、２）で述べた補助額の設定に必

要な「要保育度」と同様の概念で、その必要度に応じて優先順位付けされるよ

うな仕組みを導入する必要がある。 

 

（エ）官民イコールフッティングによる民間事業者の参入促進 

認可保育所には市町村が開設する公立と、「官」以外が設置主体となる私立

がある。また、公立の中には、市町村が運営する「公営」と、民営化され、社

会福祉法人を始めとする民の経営による「私営」がある。 

近年の認可保育所の設置状況を「社会福祉施設等調査」（厚生労働省）で見

ると、箇所数の推移では、公立が減少、私立は反対に増加傾向にあり、平成19

年現在では公立がまだ過半を占めているが、早晩、公私比率は逆転すると予想

される。 
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